
様式第２５号（第２９条関係）

私は、児童手当等の受給者に関する個人番号の変更等について、以下のとおり申し出ます。
また、個人番号の変更等に伴い必要な公簿等の調査を行うことに同意します。

１．　受給者の個人番号が変更されたため

３．　児童の個人番号が変更されたため
４．　離婚等により、配偶者等の個人番号を消滅させるため

１～３の場合

４の場合 事由発生年月日のわかる書類も提出してください（戸籍謄本等）

５の場合 事由発生年月日のわかる書類も提出してください（戸籍謄本等）

〒272-8501　市川市八幡1-1-1
　市川市役所 こども福祉課 児童手当担当

郵送先

受給者との関係
ふりがな

→

受付確認年月日

市川市長

1月1日（1～5月の場合は前年）の住所が異なる場合は、1月1日の住所もあわせて記入してください

氏名

２．　配偶者等（２人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等
　　　（請求者が父母指定者の場合に限る。））の個人番号が変更されたため

個人番号の変更等の内容について　（該当する番号の欄に記入してください。）

配偶者等の個人番号

個人番号の変更等を申し出る事由　（該当するものを○で囲んでください。）

認定番号

ふりがな

配偶者等の氏名

ふりがな
事由発生年月日配偶者等の氏名

      　　年　　　月　　　日

現
況
届

依頼 ・ 済

　　　年　　 月　 　日 受給者名

児童の認知の有無

有　・　無

児童との養子縁組

有　・　無

以下は該当する場合に記入してください事由発生年月日

     年　　 月　　 日

本書の郵送提出時は、身元確認書類のコピーの提出も必要です

身元確認

番号確認

生年月日 住所　（受給者と別住所の場合）

現在の
住所

1月1日
の住所

　市川市

市使用欄

児童手当・特例給付　個人番号変更等申出書

この申出書において、配偶者等が
マイナンバー制度による地方税関係情報の情報連携
を希望しない場合はチェックしてください→ □
（チェックした場合は必要となる年度の課税証明書
の提出が必要になります）

４の場合は、郵送時の身元確認書類の
コピーは不要です。

　・　 　・

受
付
者

代理権確認

同居父母該当

５．　婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録するため（児童を認知した場合も含む。）

受給者
申出日

住　所

変更前の個人番号 変更後の個人番号



本人確認書類一覧

＜身元確認書類＞

●運転免許証 ●健康保険証

●旅券（ パスポート ） ●健康保険日雇特例被保険者手帳
●身体障害者手帳 ●国家・ 地方公務員共済組合の組合員証
●精神障害者保健福祉手帳 ●私学共済の加入者証
●療育手帳 ●国民年金手帳
●在留カード ●児童扶養手当証書
●特別永住者証明書 ●特別児童扶養手当証書

＜代理権確認書類＞

●戸籍謄本（ 戸籍全部事項証明） ●委任状
●戸籍抄本（ 戸籍一部事項証明）
●登記事項証明書（ 後見登記）
●裁判所が決定した旨が確認できる書類

上記のう ち、 いずれか1点を確認します

法定代理人
（ 親権者・ 未成年後見人・ 成年後見人）

任意代理人
（ 法定代理人以外（ 配偶者含む） ）

郵送での提出の際は、 受給者の身元確認書類のコピーを同封してく ださい

1点確認可能
（ 顔写真・ 氏名・ 生年月日（ または住所） が記載有）

2点以上で確認可能
（ 氏名・ 生年月日（ または住所） が記載有）

●運転経歴証明書
　 　 （ 交付日： H24. 4. 1以降のもの）

（ 国保、 健保、 船員保険、 後期高齢者医療も
し く は介護保険の被保険者証）

●官公署から発行・ 発給された書類その他これ
に類する顔写真付で氏名・ 生年月日または住所
が記載されているもの。

●官公署又は個人番号利用事務実施者・ 個人番号
関係事務実施者から発行・ 発給された書類その他
これに類する氏名・ 生年月日または住所が記載さ
れているもの。


	個人番号変更

